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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　新交通車両の進路を誘導するレールによって案内される補助輪の車両装着外側に設けら
れ、前記車両の走行に使用される新交通車両用タイヤであって、
　前記補助輪は、回転時において、ディスクブレーキに設けられたブレーキパットを押し
つけて摩擦力を発生させ、この摩擦力によって新交通車両を制動させる制動装置として機
能し、
　少なくとも車両装着内側の側面に、タイヤ径方向に対して所定角度で傾斜して延びると
共に、トレッド幅方向外側に凸状に形成された空気流ガイドを設け、
　前記空気流ガイドは、タイヤ径方向に延びる軸線に対して線対称となる一対のガイド対
がタイヤ周方向に沿って連続して配設され、
　前記空気流ガイドの延設方向と軸線とのなす角度θは、０°～３０°であり、
　前記空気流ガイドは、前記新交通車両用タイヤの断面高さの中心よりもタイヤ径方向外
側のみに配置されたことを特徴とする新交通車両用タイヤ。
【請求項２】
　前記空気流ガイドの延在方向に直交する断面において、前記空気流ガイドは、半円状に
形成されていることを特徴とする請求項１に記載の新交通車両用タイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、地下鉄等やモノレール等の新交通車両に装着される新交通車両用タイヤに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地下鉄やモノレール等の新交通車両においても、乗り心地性や騒音の低減性等の
観点から、タイヤ内部に空気を充填した新交通車両用空気入りタイヤ（以下、新交通車両
用タイヤ）が用いられるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の新交通車両用タイヤは、新交通車両の進路を誘導するとともに、
ブレーキ装置としても使用される金属製の補助輪と同心軸でかつ隣接して装着されている
ため、補助輪からの熱による損傷を受けるおそれがある。
【０００５】
　すなわち、補助輪の本来の目的は、新交通車両用タイヤが損傷等した場合に、新交通車
両用タイヤに代わってレールを走行するという安全措置である。しかし、同時に、ブレー
キパット（木片等）を補助輪に押しつけて摩擦力を発生させることによって、車両を停止
させるブレーキ装置としても補助輪は活用されている。すると、この摩擦力によって隣接
する新交通車両用タイヤの側面が熱損傷（例えば、トレッドチャンクやサイドセパレーシ
ョン等）を受けるおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、補助輪からの熱による損傷を確実に抑制できる新交通車両用
タイヤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するため、本発明は次のような特徴を有している。本発明の第１の
特徴は、新交通車両（地下鉄車両１）の進路を誘導するレール（レール４）によって案内
される補助輪（補助輪３）の車両装着外側に設けられ、前記車両の走行に使用される新交
通車両用タイヤ（新交通車両用タイヤ５）であって、少なくとも車両装着内側の側面（タ
イヤ側面７）に、タイヤ径方向に対して所定角度θで傾斜して延びると共に、トレッド幅
方向外側に凸状に形成された空気流ガイド（空気流ガイド９）を設けていることを要旨と
している。
【０００８】
　このように、本発明に係る新交通車両用タイヤには、タイヤ径方向に対して傾斜して延
びる空気流ガイドが設けられているため、タイヤ転動時に空気が空気流ガイドに当たって
ビード部に流れたり、トレッド部に向けて流れるため、タイヤ側面またはトレッド部を効
率的に冷却することができる。
【０００９】
　本発明の第２の特徴は、前記空気流ガイド（空気流ガイド９）は、タイヤ径方向に延び
る軸線ＣＬに対して線対称となる一対のガイド対（第１のガイド対１１，第２のガイド対
１３）がタイヤ周方向に沿って連続して配設されていることを要旨としている。
【００１０】
　本発明の第３の特徴は、前記空気流ガイド（空気流ガイド９）の延設方向と軸線ＣＬと
のなす角度θは、０°～３０°であることを要旨としている。
【００１１】
　本発明の第４の特徴は、前記空気流ガイドの延在方向に直交する断面において、前記空
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気流ガイドは、半円状に形成されていることを要旨としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るによれば、補助輪からの熱による損傷を確実に抑制できる新交通車両用タ
イヤを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１（ａ）は、本発明の実施形態による新交通車両用タイヤが装着された地下鉄
車両の一部を示す斜視図である。図１（ｂ）は、図１のＡ方向から見た矢視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による新交通車両用タイヤの側面図である。
【図３】図３は、図２の空気流ガイドの拡大平面図である。
【図４】図４は、図３のＡ－Ａ線による断面図である。
【図５】図５は、図３のＢ－Ｂ線による断面図である。
【図６】図６は、タイヤ転動時における空気流ガイド近傍の空気流れを示す概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態に係る新交通車両用タイヤの詳細を図面に基づいて説明する
。具体的には、（１）新交通車両用タイヤの全体構成、（２）空気流ガイドの詳細構成、
（３）タイヤ転動時における空気流ガイド近傍の空気流れ、（４）比較評価、（５）作用
効果、（６）その他の実施形態について説明する。
【００１５】
　但し、図面は模式的なものであり、各材料層の厚みやその比率などは現実のものとは異
なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して
判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部
分が含まれている。
【００１６】
　（１）新交通車両用タイヤの全体構成
　まず、新交通車両用タイヤの全体構成について、図１を用いて説明する。図１（ａ）は
、本発明の実施形態による新交通車両用タイヤが装着された地下鉄車両の一部を示す斜視
図である。図１（ｂ）は、図１のＡ方向から見た矢視図である。なお、本実施形態では、
新交通車両用タイヤとしては、地下鉄車両に装着される新交通車両用空気入りタイヤを例
にとって説明する。
【００１７】
　図１に示すように、地下鉄車両１には、車両装着内側に装着された金属製の補助輪３（
鉄輪）と、該補助輪３の車両装着外側（幅方向に沿ったクリアランスＣは１５～４０ｍｍ
）に装着された新交通車両用タイヤ５とが配設されている。
【００１８】
　なお、本実施形態では、図１（ｂ）に示すように、新交通車両用タイヤ５の幅方向に沿
った幅ＴＷが約３００ｍｍであり、クリアランスＣが約４０ｍｍである。すなわち、クリ
アランスＣは、新交通車両用タイヤ５の幅ＴＷに対して７０～８０％に設定されている。
【００１９】
　補助輪３は、回転時において、ディスクブレーキ３Ｄに設けられたブレーキパット３ｐ
（堅い木片）を押しつけて摩擦力を発生させ、この摩擦力によって地下鉄車両１を制動さ
せる制動装置としても機能している。また、新交通車両用タイヤ５は、地下鉄車両１の進
路を誘導するレール４によって案内される補助輪３の車両装着外側に設けられ、地下鉄車
両１の走行に使用される。従って、制動時には補助輪３に熱が発生し、この熱が隣接する
新交通車両用タイヤ５の特に側面に伝導する。
【００２０】
　図２は、本発明の実施形態による新交通車両用タイヤの側面図である。図２に示すよう



(4) JP 5478293 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

に、新交通車両用タイヤ５の側面７、具体的にはサイドウォール部には、タイヤ周方向に
沿って複数の空気流ガイド９が連続して配置されている。本実施形態では、側面視ハの字
状に配置された一対のガイド対（第１のガイド対１１、第２のガイド対１３）が連続して
配置されている。また、本実施形態では、補助輪３に対向する車両装着内側のタイヤ側面
７に空気流ガイド９を配設している。なお、前記ガイド対１１，１３の配設数は、一つの
新交通車両用タイヤ５について４０～１００個が好ましい。
【００２１】
　（２）空気流ガイドの詳細構成
　次に、上述した空気流ガイド９の詳細構成について、図２～図４を用いて説明する。図
３は、図２の空気流ガイドの拡大平面図である。図４は、図３のＡ－Ａ線による断面図で
ある。図５は、図３のＢ－Ｂ線による断面図である。
【００２２】
　空気流ガイド９は、トレッド幅方向の外側に向けて突出している。具体的には、図２及
び図３に示すように、タイヤ径方向に沿って延びる軸線ＣＬに対して線対称にハの字状に
なる一対のガイド対（第１のガイド対１１、第２のガイド対１３）がタイヤ周方向に沿っ
て連続して形成されることによって、本実施形態による空気流ガイド９を構成している。
【００２３】
　よって、第１のガイド対１１と第２のガイド対１３においては、タイヤ径方向外側の端
部同士１１ａ，１３ａの間隔はＬ１であり、タイヤ径方向内側の端部同士１１ｂ，１３ｂ
の間隔はＬ２であり、Ｌ１<Ｌ２に設定されている。また、ガイド対１１，１３とタイヤ
径方向とのなす角度θは、０～３０°であり、好ましくは、１０°～２０°である。
【００２４】
　そして、図４に示すように、空気流ガイド９の延在方向（タイヤ周方向）に沿った断面
において、空気流ガイド９（一対のガイド対）は、曲率半径がＲ１の半円状に形成されて
いる。また、空気流ガイド９は、タイヤ周方向の両端部１３ｃ，１３ｄとタイヤ側面７と
はなだらかに連続して繋がって形成されており、その曲率半径はＲ２である。
【００２５】
　さらに、図５に示すように、空気流ガイド９の延在方向（すなわち、長手方向）に沿っ
た長さはＬであり、このＬはタイヤ高さの５０％以下が好ましい。また、タイヤ側面７か
ら空気流ガイド９の頂面１５までの高さ（トレッド幅方向に沿った距離）はＨである。ま
た、空気流ガイド９の頂面１５は平坦に形成されており、タイヤ径方向の両端部１３ａ，
１３ｂはタイヤ側面になだらかに連続して繋がって形成され、その端部における曲率半径
はＲ３に形成されている。
【００２６】
　（３）タイヤ転動時における空気流ガイド近傍の空気流れ
　次に、タイヤ転動時における空気流ガイド近傍の空気流れについて、図６を用いて説明
する。図６は、タイヤ転動時における空気流ガイド近傍の空気流れを示す概略図である。
【００２７】
　図６においては、新交通車両用タイヤ５の転動方向はｒ、車両の進行方向はＦである。
このｒ方向に新交通車両用タイヤ５が転動すると、図６の左側（進行方向側）に配置され
た第１のガイド対１１に当たった空気流Ａ１はタイヤ径方向外側に向けて、ショルダー部
やトレッド部まで流れる。また、図６の右側（進行方向の反対側）に配置された第２のガ
イド対１３に当たった空気流Ａ２はタイヤ径方向内側に向けて、ビード部まで流れる。
【００２８】
　（４）比較評価
　次に、本発明を実施例と比較例によって更に明確にする。実施例および比較例において
、室内ドラム試験機を用いて新交通車両用タイヤの各部位における表面温度を測定した。
【００２９】
　（４－１）試験条件
・使用タイヤ：ＴＢＲ　Ｅ１３．５０／８５Ｒ１６
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・リム　１６×９．００Ｖ（Ｔ／Ｌ）
・内圧　１１７０ｋＰａ
・荷重　３６５０ｋｇ
・速度　６０ｋｍ／ｈ
・走行時間　２時間
　実施例に係る新交通車両用タイヤでは、長さが５５．０ｍｍ、高さが２．０ｍｍ、タイ
ヤ径方向に対する傾斜角θが１０°、タイヤ周方向に沿った配設数が７０個である空気流
ガイドを設けた。一方、比較例に係る新交通車両用タイヤでは、空気流ガイドを設けなか
った。
【００３０】
　（４－２）試験結果
　これらについて、ドラム試験終了後のタイヤ各部位における表面温度（バットレス部（
トレッド部とサイド部との中間位置）、トレッド部（トレッド端から２０ｍｍの位置）、
及びサイド部（最大幅位置））を測定し、表１にまとめた。

【表１】

【００３１】
　表１の結果より、実施例に係る新交通車両用タイヤは、比較例に係る新交通車両用タイ
ヤと比べて、タイヤ側面およびトレッド部の表面温度が低くなることが判明した。
【００３２】
（５）作用効果
　本実施形態に係る新交通車両用タイヤ５は、新交通車両の進路を誘導するレールによっ
て案内される補助輪の車両装着外側に設けられ、前記車両の走行に使用される新交通車両
用タイヤであって、少なくとも車両装着内側の側面７に、タイヤ径方向に対して所定角度
θで傾斜して延びると共に、トレッド幅方向外側に凸状に形成された空気流ガイド９を設
けている。
【００３３】
　このように、本実施形態に係る新交通車両用タイヤ５には、タイヤ径方向に対して傾斜
して延びる空気流ガイド９が設けられているため、タイヤ転動時に空気が空気流ガイド９
に当たってビード部に流れたり、トレッド部に向けて流れるため、タイヤ側面またはトレ
ッド部を効率的に冷却することができる。
【００３４】
　本実施形態では、空気流ガイド９は、タイヤ径方向に延びる軸線ＣＬに対して線対称と
なる一対のガイド対（第１のガイド対１１、第２のガイド対１３）がタイヤ周方向に沿っ
て連続して配設されている。
【００３５】
　よって、新交通車両用タイヤ５の全周に亘って均等に冷却することができる。また、側
方から見た場合にも、同一形状のパターンが連続しているため、美観も向上する。
【００３６】
　本実施形態では、空気流ガイド９の延設方向と軸線ＣＬとのなす角度θは、０°～３０
°である。この数値範囲にすることによって、新交通車両用タイヤ５の冷却を更に効率的
に行うことができる。
【００３７】
　実施形態では、空気流ガイド９の延在方向に沿った断面において、空気流ガイド９（一
対のガイド対）は、曲率半径がＲ１の半円状に形成されているため、タイヤ転動時の変形
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【００３８】
　（６）その他の実施形態
　なお、前述した実施の形態の開示の一部をなす論述および図面はこの発明を限定するも
のであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例
および運用技術が明らかとなろう。
【００３９】
　例えば、新交通車両用タイヤ５には、空気や窒素ガスなどが充填されるタイヤであって
もよく、空気や窒素ガスなどが充填されないソリッドタイヤでもあってもよい。
【００４０】
　また、本実施形態においては、新交通車両用タイヤ５の車両装着内側にのみ空気流ガイ
ド９を配設したが、本発明はこれに限定されず、車両装着外側および車両装着内側の双方
に空気流ガイド９を設けても良い。また、新交通車両用タイヤ５は、空気や窒素ガスなど
が充填される新交通車両用タイヤであってもよく、空気や窒素ガスなどが充填されないソ
リッド新交通車両用タイヤでもあってもよい。なお、新交通車両は、地下鉄に限定されず
、モノレール等も含むものである。
【００４１】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００４２】
１…地下鉄車両（新交通車両）
３…補助輪
３Ｄ…ディスクブレーキ
３ｐ…ブレーキパット
４…レール
５…新交通車両用タイヤ
７…タイヤ側面（側面）
９…空気流ガイド
１１…第１の空気流ガイド（空気流ガイド）
１３…第２の空気流ガイド（空気流ガイド）
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